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平成 年 月 日（水）

号外第 号

14 12 25

173

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県情報公開条例施行規則 一部 改正 規則（ ）（県民室）…………………………

鳥取県行政組織規則 一部 改正 規則（ ）（職員課）……………………………………

◇鳥取県情報公開条例施行規則 一部 改正 規則

開示 個人情報 法令等 基 法人等 提出 報告書等 記載 当該法

人等 役員及 従業員 職名及 氏名並 業務 遂行 内容 加 。（第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 規則 、公布 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県行政組織規則 一部 改正 規則

附属機関 鳥取県建設工事等入札・契約審議会 加 。（第 条関係）

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県情報公開条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県情報公開条例施行規則 一部 改正 規則

鳥取県情報公開条例施行規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中号 表示 下線 引 号（以下「追加号」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（追加号 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正

後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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改 正 後 改 正 前

（個人 関 情報）

第 条 条例第 条第 項第 号 規則 定 情報

、次 。

（ ） 略

（ ） 開示 、当該公務員等（条例第

条第 項第 号 規定 公務員等 。）

対 暴行、脅迫等 招 明白 差 迫 危険

予見 情報

（ ） 略

条例第 条第 項第 号 規則 定 情報 、

次 。

（ ） 会議等 開催 伴 食糧費（ 相当 費

目 含 。） 支出 係 鳥取県会計規則（昭和

年鳥取県規則第 号）第 条 第 項 規定

支出負担行為書、同規則第 条第 項 規定 支

出仕訳書（ 相当 公文書 含 。）又

添付 公文書 記載 、当該

会議等 出席 者 職 名称 他職務上 地位

表 名称及 氏名並 当該支出 内容

（ ） 交際費（ 相当 費目 含 。） 支出

係 公文書 記載 当該交際費 支出 対象

者 職 名称 他職務上 地位 表 名

称及 氏名並 当該支出 内容

（ ） 条例第 条第 項第 号 規定 法令等又

基 実施機関 規則（規程 含 。）

基 同項第 号 規定 法人等又 事業 営

個人 提出 報告書、申請書等 記載

当該法人等又 個人 事業 従事 役員又 従業

員 業務 遂行 係 情報 含 当該役員又

従業員 職 名称 他業務上 地位 表 名称及

氏名並 当該業務 遂行 内容

（個人 関 情報）

第 条 条例第 条第 項第 号 規則 定 情報

、次 。

（ ） 略

（ ） 開示 、当該公務員 対 暴行、

脅迫等 招 明白 差 迫 危険 予見

情報

（ ） 略

条例第 条第 項第 号 規則 定 情報 、

次 。

（ ） 会議等 開催 伴 食糧費 支出 係 鳥取県

会計規則（昭和 年鳥取県規則第 号）第 条

第 項 規定 支出負担行為書、同規則第 条第

項 規定 支出仕訳書（ 相当 公文

書 含 。）又 添付 公文書

記載 、当該会議等 出席 者 職 名称

他職務上 地位 表 名称及 氏名並 当該支

出 内容

（ ） 交際費 支出 係 公文書 記載 当該交

際費 支出 対象 者 職 名称 他職務

上 地位 表 名称及 氏名並 当該支出 内容
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（施行期日）

規則 、公布 日 施行 。

（経過措置）

改正後 鳥取県情報公開条例施行規則第 条第 項 規定 、 規則 施行 日以後 開示請求

適用 、同日前 開示請求 、 従前 例 。
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改 正 後 改 正 前

（附属機関 名称、担任 事務及 庶務担当機関）

第 条 法第 条 第 項 規定 基 、附属機

関 置 、次 表 左欄 掲

、担任 事務 、 当該中欄 掲

、 庶務 、 当該右欄 掲

機関 。

附属機関 担任 事務 庶務担当機関
略

鳥取県建設

工事紛争審

査会

建設業法（昭和

年法律第

号）第 条 規

定 建設工

事 請負契約

関 紛争

、

調停及 仲裁

関 事務

管理課

鳥取県建設

工事等入札

・契約審議

会

鳥取県建設工事

等入札・契約審

議会条例（平成

年鳥取県条例

第 号）第 条

規定 建

設工事等 入札

及 契約 関

制度及

運用状況、建設

工事等 入札及

契約 係 関

係者 苦情

処理状況並

建設工事等

入札及 契約

係 談合 他

不正行為

（附属機関 名称、担任 事務及 庶務担当機関）

第 条 法第 条 第 項 規定 基 、附属機

関 置 、次 表 左欄 掲

、担任 事務 、 当該中欄 掲

、 庶務 、 当該右欄 掲

機関 。

附属機関 担任 事務 庶務担当機関
略
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鳥取県行政組織規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県行政組織規則 一部 改正 規則

鳥取県行政組織規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。
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いての
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調査審議

関 事務
略
略

略
略

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する


